
京都市告示第   号 
 
 地方自治法第２４４条の２第３項の規定に基づき，京都市国際交流会館の指

定管理者を次のとおり指定します。 
 
  平成２２年１２月３日 

京都市長 門 川 大 作   
 

１ 施設名称  京都市国際交流会館  
 
２ 所在地   京都市左京区粟田口鳥居町２番地の１ 
 
３ 指定管理者 財団法人京都市国際交流協会  
 
４ 指定期間  平成２３年４月１日から平成２７年３月３１日まで  
 

（総合企画局国際化推進室） 
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